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本市の主な取組状況について ３ 

○意見提出手続（パブリックコメント） 
 市の機関が，施策の趣旨，目的，内容その他必要な事項を広く公表した上で，これらに 

  対する市民からの意見の提出を受け，当該意見及びこれに対する市の考え方を公表 

  するという一連の手続をいいます。「市民参加の機会」を確保し，市民の意見を市政に 

  反映させ，「市の説明責任」を果たすことにより，行政運営の公正の確保と透明性の向 

  上などを目的とした，市民参加の代表的な手法の一つです。 

○各種説明会 
○市民の声（陳情・要望等） 
○市長への手紙 
○まちづくり電子提案箱 
○まちづくり対話集会 
○市民アンケート調査（３年に１度実施）  など 

市民参加の具体例 


